
徳
島
県
告
示
第
四
百
十
五
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
有
水
面
の
埋

立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
事
件
の
要
領
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
同
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
関
係
図
書
は
、
徳
島
県
県
土

整
備
部
河
川
政
策
課
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
鳴
門
総
合
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
及
び
松
茂
町
役
場
に
お

い
て
、
令
和
六
年
八
月
十
三
日
か
ら
三
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
八
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

１

氏
名
又
は
名
称

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局

２

住

所

香
川
県
高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
三
番
三
三
号

３

代
表
者
の
氏
名

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
長

豊
口
佳
之

４

代
表
者
の
住
所

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
五
番
一
八
号

二

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

埋
立
区
域

㈠

位
置

徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
豊
久
字
朝
日
野
の
地
先
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑪
の
地
点
と
を
結
ぶ
平
成
二
十
年
五
月
二

十
二
日
付
け
国
四
整
港
管
第
三
三
―
二
号
で
竣
功
通
知
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線

し

ゅ

ん

（
Ｄ
Ｌ
プ
ラ
ス
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

国
土
地
理
院
笹
木
野
二
等
三
角
点
（
北
緯
三
四
度
〇
七
分
〇
三
秒
七
七
五
五
、
東
経

一
三
四
度
三
六
分
一
二
秒
三
九
三
六
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
二
八
度
一

七
分
四
四
秒
二
四
〇
八
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
〇
一
度
五
五
分
〇
三
秒
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
六
七
度
二
八
分
五
九
秒
七
二
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
五
七
度
二
八
分
五
九
秒
四
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
六
七
度
二
八
分
五
九
秒
四
三
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
五
五
分
〇
七
秒
一
〇
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
四
一
分
四
七
秒
三
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
四
一
分
四
七
秒
八
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
四
一
分
四
七
秒
八
七
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
四
一
分
四
七
秒
五
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
七
三
度
○
八
分
〇
一
秒
七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

九
、
五
九
七
・
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル

２

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
豊
久
字
朝
日
野
の
地
先
公
有
水
面

㈡

区
域



次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
キ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

ア
の
地
点

基
点
か
ら
一
二
一
度
五
三
分
一
五
秒
二
二
八
七
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

イ
の
地
点

ア
の
地
点
か
ら
一
〇
一
度
五
五
分
三
八
秒
四
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
五
五
分
三
八
秒
八
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ
の
地
点

ウ
の
地
点
か
ら
二
八
一
度
五
五
分
三
八
秒
四
八
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ
の
地
点

エ
の
地
点
か
ら
三
四
七
度
一
六
分
一
三
秒
二
五
四
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
の
地
点

オ
の
地
点
か
ら
七
四
度
○
五
分
四
〇
秒
一
〇
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ
の
地
点

カ
の
地
点
か
ら
七
三
度
一
二
分
三
六
秒
五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

四
四
九
、
八
九
四
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
地
の
用
途

飛
行
場
施
設
用
地

四

出
願
の
年
月
日

令
和
六
年
七
月
十
八
日


